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午前９時５７分開会 

○いいくら昭二委員長 皆さんおはようございます。

定刻前でございますが、皆さんおそろいでござい

ますので、ただいまより建設委員会を開会いたし

ます。 

 

           ◇            

 

○いいくら昭二委員長 最初に、記録署名員２名を

私の方から御指名いたします。 

  ぬかが委員、市川委員、よろしくお願いします。 

 

           ◇            

 

○いいくら昭二委員長 次に、陳情の審査に移りま

す。 

  （１）５受理番号１０ 花畑川の歴史を生かし

つつ視野の広いまちづくりを求める陳情を単独議

題といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  執行機関は何か変化はありますか。 

○道路整備課長 現在、工事の方は順調に進めてお

りますが、大きな変化はありません。 

○いいくら昭二委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はありませんか。 

○ぬかが和子委員 今、第１工区の部分を整備して

いるわけですけれども、地元の議員からも問合せ

あったと思うのですけれども、ちょうど通り掛か

ると何か掘っているみたいなことをやっていると、

あれどういう状況なのでしょうか。 

○道路整備課長 現在、工事の状況は、川底を少し

掘っているという状況です。何のためにやってい

るかと申しますと、もともと数年前に泥土が見付

かったということで議会でも問題視いただいたと

ころがあると思うのですけれども、泥土が見付か

りまして、川の中で工事をするのに重機が入れな

いということで土を入れたり改良材を入れたりと

いうことをしておりました。いよいよ完成して川

に水を戻すに当たって、重機が入る必要がなくな

るわけですから、川底を深く掘ってもともと計画

していた河床の高さまで下げるという工事をして

おります。 

○ぬかが和子委員 それと前々回の委員会で質疑さ

せていただいたときに、国の補助金を受けて、そ

して都市再生計画に基づいて、あの地域全体を川

を中心としたまちづくりを進めていくというプラ

ンを国の方にも提出しているということだったと

思うのです。そのときも申し上げたのは、単に今

回の国の補助金を橋の架け替えだけに使うという

ことではなく、あそこで示したプランをどう進め

ていくのか、全体として川に親しまれるまちにし

てほしいということで申し上げたと思うのです。 

  今回それから２回目の委員会なのですけれども、

国に提出した都市再生計画そのものも私は取り寄

せて見させていただきましたけれども、議会には

示されていないと思うのですけれども、その計画

に基づいて何をどうしていくのか、具体的な計画

ですか、そういう部分を是非議会に示して議論で

きるようにしていただきたいと思うのですが、ど

うでしょうか。 

○道路整備課長 国に示した計画ございますので、

そちらは次回以降、議会の方にも御報告して議論

いただけるようにしたいと思っております。 

  で、ぬかが委員御発言のとおり、今回、川単体

の補助金ではなくて面的に水のネットワーク、緑

のネットワーク、歩行者、自転車のネットワーク

ということで面的にまちづくりをするということ

で補助金採択をいただいておりますので、そうい

った趣旨に沿って進めていきたいと考えでござい

ます。 

○ぬかが和子委員 その上で、それそのものがもう

計画としてあるわけですけれども、前々回申し上

げたような例えば崖側の方との一体性とか、それ

から自転車走行環境の整備も計画の中に入ってい
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て、そのときに出ていた意見としても、私が出し

た意見もそうですけれども、ほかの方から出され

た意見も大事な意見だというふうに思っているの

です。そういうまちを花畑川周辺の補助金申請し

たエリアとしての都市再生計画に基づいて、では、

どのぐらいの時期までにどういうイメージでやる

のかというのも是非今後示していただきたいので

すが、どうでしょうか。 

○道路整備課長 おっしゃるとおりだと思います。

ただ、補助金の制度上といいますか、５か年の計

画で５か年以内にやるところしか今回計画にのせ

られなかったというところございます。ただ、崖

側ですとか、葛西用水ですとか、そういったとこ

ろと連続させるとなりますと、花畑川自体も５か

年というよりもう少し長く掛かる事業ですので、

長期的な視点はあるのですけれども、まだ国に出

したりとか対外的に示せるものと、少し長期的に

考えているところと少しギャップがあるのですけ

れども、まずは先ほど御意見いただきました現在

の計画をお示しして、そういった議論を煮詰めて

いただければなというふうな状況でございます。 

○ぬかが和子委員 是非、建設委員会も視察に行き

ましたけれども、全国の自治体でかわまちづくり、

国交省も推奨しているということもあって非常に

進んでいて、それでいろいろ聞いてみると、会派

で先週福井市も行ったのですけれども、当然、河

川の管理者というのは都道府県だったり国だった

りするけれども、河川の管理者でないからタッチ

しないのではなくて、そのまちをどうするかとい

う観点で自治体がしっかりと取り組んでいくとい

う姿勢が進んでいるところは共通しているなとい

うふうに思っているので、そういう立場でしっか

りやっていただきたいというふうに思います。こ

れ要望で、あとは次回以降資料を出していただい

て議論させていただきたいと思います。 

○いいくら昭二委員長 ほかに意見は。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○いいくら昭二委員長 なしと認めます。 

  それでは各会派の意見をお願いいたします。 

○くじらい実委員 継続でお願いします。 

○小泉ひろし委員 継続でお願いします。 

○ぬかが和子委員 継続で結構です。 

○富田けんたろう委員 継続でお願いします。 

○市川おさと委員 継続。 

○いいくら昭二委員長 これより採決をいたします。 

  本件は、継続審査とすることに御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○いいくら昭二委員長 御異議なしと認め、継続審

査と決定いたしました。 

  次に、（２）５受理番号４７ 花畑二丁目住宅

地にある違反生コン工場の早期移転実現のために

是正命令や工場への指導等を求める陳情を単独議

題といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  あわせて、報告事項（１０）【追加報告】花畑

二丁目生コン工場への対応状況についてが本陳情

と関連しておりますので、説明をお願いいたしま

す。 

○建築室長 追加報告資料の２ページをお願いいた

します。 

  花畑二丁目生コン工場への対応状況であります

が、先月末を期限として求めてまいりました是正

計画書につきましては、項番１に記載のとおり、

現地での事業継続を区に要請するとの内容が１０

月２９日に工場事業者から提出されました。 

  この要請の根拠といたしましては、（１）に記

載のとおり、会社設立時から現在まで操業を継続

してきた既存不適格建築物として東京都も区も容

認していたのが実態ではないかという点や、生コ

ンは時間的制約があり移転が難しいこと、価格高

騰により移転は不可能な状況であること、これま

で区の指導に従ってきたことなどが示されました。 

  区といたしましては、３か年の期限を区切り工
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場移転に向けた具体的な取組が示されることを求

めてまいりましたので、区の指導には全く応えて

いない内容であると受け止めております。 

  今後は、改めて内容を精査いたしまして、建築

基準法に基づく建物の使用禁止等の措置命令を含

めた対応を令和７年度内を目途に検討してまいり

ます。 

  私からは以上でございます。 

○いいくら昭二委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はありませんか。 

○くじらい実委員 今までこの陳情に対して１０月

末までの提出ということで、それを待ってからの

議論になるのかなという思いで継続をずっとして

きていたわけでございますが、今回、是正計画の

方が提出されたということで御報告をいただきま

した。 

  で、区の方も恐らく移転計画というのは難しい

のかなという見解もこの今までの委員会の中で話

はちらほら出たところなのですが、恐らく今回移

転計画については難しいという見解で今回出され

たのかなと思っております。 

  その中で幾つか報告書に対する区の見解という

のを確認させていただきたいのですが、まず１番

の方で事業者の方から報告書として、移転をしな

い、移転ができないという理由を四つ、アイウエ

ということで出していただいているのですけれど

も、幾つか区の方の認識というか見解をお聞きし

たいのですが、まずアについて、既存不適格建築

物として認識をして東京都と足立区も容認してい

たのが実態と言えるということで書いてあるので

すけれども、これは陳情の要旨の３番では、区画

整理時に工場が建てられない地域であるにもかか

わらず工場が建てられた、区や都の責任を明らか

にし、住民に公表してくださいというところと重

なってくるのかなというところがあるのですが、

これは多分建築基準法の第３条２項の適用除外の

対象というところの話だと思いますが、これは恐

らく事業者側からしたら、東京都とか国もこれは

責任があるのではないかと言いたいところだと思

うのです。それについて、まず、アについては区

はどういうふうに出されたものについて見解を持

ってらっしゃるのかとお聞きしたいと思います。 

○開発指導課長 既存不適格、くじらい委員おっし

ゃるとおり３条ということなのですけれども、基

本的にはその時点で適法である建物とか、あるい

は条例とかに合っているという建物が、法律条例

が変わった時点ですぐ変えられないということで

既存不適格というふうに我々は認識しております

ので、今回の件につきましても、その以前からの

違反というのも考えられますので、その辺は精査

しなきゃいけないのですけれども、現在では既存

不適格が使えるかどうかというのは難しいのかな

というふうに思っています。 

○くじらい実委員 恐らく事業者さんからしたら、

既存不適格建築物という認識が、それで適用除外

になるのではないかという認識で渡されたのだと

思いますが、ここも精査をされるのだと思います。 

  もう一つが、ウのところで、★★価格の高騰等

による厳しい経営環境の中での移転は不可能でと

いうことであるのですけれども、これも多分この

移転計画というか是正計画は３年掛けて出してく

ださいという話だったと思いますが、これは多分

３年前と物価高騰によって経営状況は当然、これ

はここの事業者に限らずいろいろなところで多分

物価高騰の影響は出ていると思うのです。それに

ついて、３年たった結果、もっと物価高騰してい

るとかという話だと思うのですけれども、これに

ついては３年前との状況は異なるのかなというと

ころの認識で出してきていると思うのですが、そ

れについては区はいかがお考えでしょうか。 

○開発指導課長 くじらい委員おっしゃるとおり、

言わばもう時代がどんどんどんどん変わって物価

高騰、労務単価も上がっているということがござ

いますが、今回の労務単価という話もあるのだと、
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単価の上昇とかもありますけれども、計画の中で

何年とか、そういったものが入ってくればなとい

うとこもちょっと考えていたのですが、その辺も

踏まえて、また中で検討していきたいと思います。 

○くじらい実委員 分かりました。 

  これは最後にしますけれども、今後の方針の中

で、今年度中に令和７年度内を目指して今後の対

応を検討するということで明記されておりまして、

これは建築基準法に基づく使用禁止等の措置命令

を含めてとあるのですけれども、これは実際、事

業者さんで働いて生活している従業員の方とかも

いると思うのですけれども、使用禁止等の措置命

令というのは具体的にどんなことを指すのかなと

いうところをお聞きしたいのですが、例えば、事

業者がもうこれ操業停止ですよとか、事業をやめ

てくださいとか、そういう強い措置を出せるのか

どうか、その辺の具体的な使用禁止等の措置命令

というのをお聞きしたいと思います。 

○開発指導課長 基準法の９条で違反建築物に対す

る処置ということなのですけれども、基準法の中

では使用禁止という言葉しかないのです。営業停

止とかという言葉がないので、一応使用禁止とい

う言葉で命令を出してくような形になるかと思う

のですが、ただ使用禁止については、建物はコン

クリートの工場を使用しちゃいけないという制限

になりますので、営業には影響出るかなというふ

うにはちょっと考えているところでございます。

用途違反なので、それを使わない状態に持ってき

たいというのが本来の趣旨だと思います。 

○建築室長 補足させていただきますが、あそこの

ところで用途違反しているコンクリートを造ると

いうことが違反になっておりますので、そういう

建物を使ってコンクリートを造ってはいけないと

いうことでの禁止命令ということで出していけた

らなということを検討していきたいと考えており

ます。 

○富田けんたろう委員 私からも何点か質疑をいた

します。 

  是正計画の方は、つまりもう移転はしませんと

いう、ほぼゼロ回答ということだったと思います。

非常に残念なことだなというふうに受け止めてい

ますけれども、今、幾つか質疑がありました。区

としては、どういう認識なのかというところの確

認ですけれども、既存不適格建築物という認識な

のか、それともそもそもこれはもう違反建築物な

のだという認識なのか、それで言うとどちらにな

るのでしょう。 

○建築室長 先日、社長もお見えになりましたけれ

ども、その段階で相手の弁護士からも、こういう

主張はありましたけれども、区としましては違反

建築物ですから、特に平成１４年頃に建て替わっ

ております。そのときに法律に合っていない建物

が建っておりますので、既存不適格の規定は適用

できないということをこちらからも伝えておりま

す。 

○富田けんたろう委員 つまり建築当初に要は瑕疵

というか違反があったというわけではなくて、増

改築というか建て替えをしたときに今の法令に適

合しない建物になってしまったと、用途になって

しまった、そういう認識なのでしょうか。 

○建築室長 平成１４年当時には適合しない建物に

建て替わったという事実がございます。それと、

併せまして昭和４０年代だったと思いますけれど

も、当初の段階でも、これは詳細に確認できるか

どうかは別といたしまして、事務所ですとか小規

模な建物という形で建築確認が行われたのではな

いかというような話がございまして、当時あそこ

は緑地地域ということになっておりますので、そ

れができたのかどうかということについても、確

認、今ではしようがないところがあるのですけれ

ども、昭和４０年代当初から適法だったのかとい

うことが証明されておりませんので、やはり既存

不適格というのは難しいのではないかなと考えて

おります。 
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○富田けんたろう委員 よく分かりました。 

  あと２回前の８月の建設委員会で、何か改めて

法令違反が８個ぐらいあるみたいな話があったか

と思うのですけれども、これは用途以外にも何か

あるというようなことなのでしょうか。 

○開発指導課長 ８個というと手続関係の違反も全

部含めましてありました。そこで改めてというよ

りも、もう前から委員会とか陳情とかでも出され

ていますけれども、そういった上では８個の違反

というのは以前からあったということでございま

す。 

○富田けんたろう委員 建築基準法の違反なのだと

いうふうに思いますけれども、この９条１項を見

ていると、いわゆる命令ですよね。命令について

は、建築主だけではなくて要は敷地所有者に対し

ても是正命令を出せるのだというような記載にな

っているのです。敷地所有者というのは、そこは

誰になるのでしょうか。 

○開発指導課長 今、登記ですと生コン工場の社長

の名前になっている★★。 

○富田けんたろう委員 そうなると、もう何でしょ

う、法令に基づいてきちっと是正命令ができると

いうことだと思いますので、毅然とした対応を要

望したいと思います。 

○ぬかが和子委員 本当に今回の、結局住民の方々

も２０２５年、令和７年の１０月末を期限とする

是正計画が出るからと、それを待ってということ

を、本当は待つかどうかという問題ではないとは

思っているのですけれども、それで出されたもの

が是正計画ではなくて、今の場所に位置付けるの

だという回答なわけですよね。本当にひどいなと

いうふうに思っているのです。 

  それで、先ほど自民党さんからは質疑ありまし

たけれども、当然行政の義務というのは、この移

転を支援することとか、そういうことではなくて、

違法状態を是正することですよね。どうでしょう

か。 

○開発指導課長 ぬかが委員おっしゃるとおり、違

法状態というところをどうにかしたいというとこ

ろでございます。 

○ぬかが和子委員 そうすると、前回は、私、ノー

スサファリサッポロの例を出して申し上げました

けれども、是正計画をこれは回答というよりもゼ

ロ、事実上、回答拒否と同じではないですか。だ

としたら今後の方針のところで、今度は令和７年

度を目途に今後の対応を検討すると、なぜあと半

年掛かるのかと、あと５か月間か、そうではない

のではないかと、やっぱり行政の役割は違法状態

をなくすということだと思うのです。法に基づい

た適正な執行を行うということだと思うので、過

去もそうですけれども、本来だったらもう使用禁

止の紙をまず１枚貼るとか、そういうことできち

んとした姿勢を示していく、そういう必要がある

のではないかと思うのですが、どうでしょうか。 

○開発指導課長 ぬかが委員おっしゃるとおり、ず

っと時間が掛かったというのもありますけれども、

今回既存不適格の話とかも出てきましたので、そ

の辺も検討しなきゃいけないかなというのは内部

では、今、出ております。 

 で、それを踏まえて命令を出すにしても、多分、

相手の言い分といったらおかしいのですけれども、

行政としてはそういう命令を出せるというのがあ

るのですが、その分手続等ありますので、その辺

は、今、実際どうやってやったらいいかとか、そ

の辺は具体的に弁護士とも相談しながら動いてい

るところでございます。 

○ぬかが和子委員 前回、私、１０月の是正計画提

出期限を前にする中で、そういう計画が出されて、

ああ、駄目でしたと、究極のかなたに行ってしま

ったというような状況になってはいけないという

ことで、出される前からきちんとコミュニケーシ

ョンを取りながら働き掛けもするべきではないか

ということも言ってきたのですが、その辺につい

てはどうだったのでしょうか。 
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○開発指導課長 ぬかが委員からもいろいろ御意見

をいただきまして、各方面というか弁護士とかそ

の辺相談はさせていただいておりました。 

  今回改めて出てきて、すみません、３年とか５

年とかという数字が出てくると、また話がしやす

いなというのがあったのですが、全くそれがない

ということなので、今回既存不適格も含めてこれ

はもう１回見直さなきゃいけないかなというとこ

ろで、今、再度フィードバックしながら、時間を

掛けないようにしたいので、なるべく早く進めて

いきたいというふうには思っています。 

○ぬかが和子委員 本当に私たちも、まさかこんな

ことで出てくるというふうに思わなくて、３年、

５年というのも問題だなと、つまり移転支援が都

市建設部の建築基準法に基づいた法に基づいた措

置を対応するという部署の仕事ではないわけだか

ら、３年、５年待つというのもどうなのかという

のは私は思っていたのですけれども、ましてや今

後とか将来とかそういうこともなく、あの場所で

やると宣言したことについては、本当に行政が強

い姿勢で示さなきゃいけないのではないかと、そ

うした上で区の方は、この間で言うと過去には構

造側が移転先を見付けるまでとか、経営状況が整

うまでとか、そういうことを言っていたわけです

けれども、また、使用禁止等の措置命令を出すと

工場側から不服申立てがされるとか、賠償請求さ

れるおそれがあるとか、そういうことも言ってい

たわけです。だけれども、もともと不服申立ては

権利として制度としてあるけれども、不服申立て

が出されるからやらないとか、出されるから及び

腰になるということではないですよね。 

○開発指導課長 ぬかが委員おっしゃるとおり、そ

れで及び腰といってはあれなのですけれども、そ

ういったことは考えておりません。 

○ぬかが和子委員 それからもう一つ言っていた区

が賠償請求されるおそれがあるということも、法

に基づいて、ましてや先ほどのお話もあったよう

に、八つの法令違反も犯している、建て替えもし

た、最初に造った当初からどうだったのかという

ことも含めれば、賠償請求するという問題ではな

いし、賠償請求されるぐらいなら、こっちは闘え

ばいいだけのことと、まずはきちんと措置をして

良好な環境をつくるという立場でしっかりと住民

の方々の期待の声に応えてやってほしいのですが、

もう一度そこをお願いします。 

○建築室長 ３年前に是正計画を提出期限を区切っ

て出していただくということを決断したところか

ら、区としては議会の皆様方の御意見を踏まえて、

地域の方の御意見を踏まえて取り組んでいかなけ

ればならないということで取り組んできたところ

でございます。 

  ですので、その辺の賠償請求等の話があったと

しましても、それは受けてみないと分からないと

いうこともございますし、実際にそういう可能性

があったとしても区としてやれることはやっぱり

建築基準法に基づいて厳しい姿勢を取っていくと

いうことだと思いますので、その辺については恐

れずにやっていかなければいけないのかなと思い

ますので、もしそういうことになってしまいまし

たら、関係課の所管とのお力添え等もいただきな

がら対応していかなければならないなと思ってい

るところでございます。 

○ぬかが和子委員 ありがとうございました。 

  それとともに、先ほど申し上げた今後の方針の

ところで、使用禁止等の措置命令を行う立場でと

か書いてないで、行うことを含めて今後の対応を

年度内で検討するという、なんだかちょっとファ

ジーな表現になっているわけです。で、もう違法

建築物に対して、今、建築室長も言ってくださっ

たように、住民の声も踏まえてとにかくちゃんと

やらなきゃいけないという立場に区は立ったとい

うのであれば、この使用禁止命令、是正命令など

の行政処分をいつまでに行おうというのか、明確

な期日も示していただきたいと思っているのです
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が、どうでしょうか。 

○建築室長 今の段階で期日を示すことは難しいと

考えておりますので、できるだけ速やかに可能な

限り手続を進められるように検討は進めさせてい

ただきたいと思っております。 

○ぬかが和子委員 だから、できるだけ速やかにと

か、検討そのものが年度内にというのが私たちの

中では分からないわけよ。どうしてそれだけ掛か

るのか、どういう手だてをして何をするのかとい

うことが全然分からないから、ただ漠然と年度内

に検討しますと、しかも含めてということだと、

それは最初に答弁いただいたような、きちんと法

的な法を守るそういう立場で執行するというふう

には思えない話になっちゃうわけよ。だから、そ

こは明示していただきたいということを申し上げ

ているのです。示せないではなくて、是非示して

ほしいというふうに思いますし、この令和７年度

を目途に今後の対応を検討するではなくて、やは

り次は１２月に委員会があるわけです。それから

令和７年度でいきますと、あと委員会は３回しか

ないわけです。そうすると、ではいつの委員会で

方向性を方針を出すのか、それが令和７年度中だ

からということで予算・決算特別委員会が終わっ

た後の３月の委員会でというのでは、とても納得

がいかないと。やっぱりそこはいつに議会に報告

しようと考えるのかというぐらいは示していただ

きたいのですけれども、都市建設部長どうですか。 

○都市建設部長 期日を示すことは、重要かと思い

ます。一方で、相手がいることでありますし、あ

と手続の話になりますので、いついつまでやると

いうことがなかなか先ほど建築室長も御答弁申し

上げたとおり、なかなか期日を示すということは

難しいのですが、ぬかが委員御指摘のことを踏ま

えまして、当委員会には適宜報告をして、動きに

ついてはきちんと委員の方々に御説明する姿勢に

ついては当然お約束したいと思います。 

○ぬかが和子委員 いや、今の都市建設部長の答弁

だと、建築室長の答弁よりも、ある意味後退して

いるのです。相手がいることだからという、では、

ノースサファリサッポロのときもどうだったのか、

相手がいるから出すのが遅くなるとか、そういう

問題ではなくて、相手がいるから相手に対してい

つ命令を出す。 

 もっと言うと、今回ひどいなと思ったのは、措置

命令を出すけれども、いつ出すかはちょっと待っ

てねというのではないのですよ、これ。だから、

そこを明確にしてくださいよと。百歩譲って次の

議会、委員会でどういうふうに判断したのか報告

するとか、そういうことを、それは相手がいるか

ら出すのがためらわれるとか、そういう問題では

ないですよね。どんな事業者であろうと、法令違

反はやっぱり是正しなきゃいけない。そういう立

場に、先ほど建築室長も立つのだということで言

われているわけだから、そういうふうに、そして、

いつの委員会で報告しますとか、そういう目標を

持って取り組んでいただきたいのです。再度お願

いします。 

○建築室長 この報告書には、このような形で書か

せていただきましたけれども、担当といたしまし

ては、今年度内に措置命令を出せるように、そこ

を目指して取り組んでいきたいなという思いがご

ざいますので、そのように対応していきたいと思

っております。 

○ぬかが和子委員 是非しっかりと、とにかく法を

適正に執行する、それはどんな区内の事業者であ

ろうが、何であろうが法令違反は法令違反、きち

んと見逃さないという姿勢を、恐らく区長もそう

いう姿勢だと思いますので、そういうことでしっ

かりとやっていただきたいということを強く求め

て、質疑を終わります。 

○いいくら昭二委員長 他に意見なしと認めます。 

  各会派の意見をお願いいたします。 

○くじらい実委員 今回是正計画という形では提出

されましたけれども、今後区がどうやった形で対
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応していくのかを見守る必要もあるかと思います

ので、継続でお願いします。 

○小泉ひろし委員 回答、今まで待っていたわけで

すけれども、今後どういうふうに区が対応するか、

そういう意味では継続。 

○ぬかが和子委員 今回出たのは是正計画というよ

りも是正しない計画ですよね。こういう中で、や

はり議会としてきちんと行政が頑張ると言ってい

るものを応援すると、後押しするという立場がど

うしても必要だと思っておりますので、採択を求

めたいと思います。 

○富田けんたろう委員 結論、採択を求めたいと思

います。陳情の項目を改めて見てみましたけれど

も、１と２に関しては、もうこの時点において満

たされるというか、ここについてはもう賛成でき

るものだと思っていますし、この３番については、

今日議論の中でありました既存不適格の建築物だ

というよりどころが向こうから出てきましたけれ

ども、いやいや区としては当初の昭和４０年代も

そうだし、平成１４年の建て替えのタイミングも

そうだし、こういう状況だったということの理論

武装というかがあるわけですから、ここについて

もきちんと区民の皆さんに公表して、きちっと是

正の命令を含めてあらゆる方策をしていくという

今日お話もありました。ですから、こういった方

向性を議会としても後押しをする必要があるとい

うふうに考えましたので、採択を求めたいと思い

ます。 

○市川おさと委員 私も採択を求めたいと思います。

区もこの問題をずっとぐずぐず言っていたのです

けれども、闘う姿勢をしっかりと示しているとい

うこと、そのことは先ほど区長の話も出ましたけ

れども、区長だってこれはゴーサインを出さなけ

ればこんなふうになるわけないのだから、区長の

思いでもあるというふうに考えております。採択

を求めたいというふうに思います。 

○いいくら昭二委員長 これより採決をいたします。 

  本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○いいくら昭二委員長 可否同数であります。よっ

て、委員会条例第１５条の規定により私が採決い

たします。 

  本件は、継続審査と決定いたします。 

  以下の審査に直接担当でない執行機関の退席を

認めます。 

［執行機関一部退席］ 

 

           ◇            

 

○いいくら昭二委員長 次に、４、所管事務の調査

に移ります。 

  （１）建築物減災対策に関する調査についてを

単独議題といたします。 

  併せて、報告事項（７）建築物減災対策に関す

る調査についての説明をお願いいたします。 

○建築室長 資料の１５ページをお願いいたします。 

  建築物減災対策に関する調査についてでござい

ます。 

  耐震化促進事業などの申請件数の実績を項番１

の表に取りまとめております。 

  昨年度と今年度の９月末現在の数値を比較して

おりますが、今年度は六つの項目で昨年度の実績

を更に上回る申請が寄せられており、関係団体の

皆様には鋭意耐震化の促進に御尽力をいただいて

いるところでございます。 

  今後につきましても重点期間の最終年度として

多くの申請が寄せられることが想定されますので、

引き続き関係団体と連携して粘り強く取組を進め

てまいります。 

  私からは以上でございます。 

○いいくら昭二委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はありますか。 

○市川おさと委員 前々回か前回かで、災害・オウ
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ム対策調査特別委員会でもちょっと言ったことな

のですけれども、本会議でも言ったね。家具転倒

防止なのですけれども、これは特に在宅で手厚い

ケアを受けている重度障がい者などには、もう集

中的にやってもらいたいなと。こういう人たちと

いうのは、災害が起こってもどこか避難所に避難

するということがなかなか難しいという状況があ

るわけです。その辺についての取組は今どうなっ

ていますか。 

○建築防災課長 現在、特別にそちらの方に働き掛

けているようなところはありませんので、今後、

今の市川委員、お話しいただきましたものですか

ら、関係所管と少し協議したいというふうに考え

てございます。 

○市川おさと委員 該当する人というのは数の上で

はたくさんいるわけではありませんので、本当に

例えば頸椎損傷とかで全然体が動かなくなっちゃ

っている人も結構僕も知っている人でもいるわけ

です。そういう人というのは、電源も含めて家庭

環境も含めて、その人にとって最適な環境という

のをうちの中につくり出しています。で、ケアも

続けているのですけれども、そういう人たちの災

害時、なかなか避難するのは難しいですから、個々

の状況に応じて家具転倒に限らず、できることを

しっかりと集中的にやってもらいたいなというこ

とを要望いたします。 

  以上です。 

○いいくら昭二委員長 ほかに質疑ありませんね。 

 

           ◇            

 

○いいくら昭二委員長 次に、報告事項に移ります。 

  （１）、以上１件を都市建設部長から、（２）

から（５）、以上４件を道路公園整備室長から、

（６）から（１０）のうち、陳情の審査、所管事

務の調査で説明のあった（７）、（１０）を除く

以上３件を建築室長から報告をお願いいたします。 

○都市建設部長 引き続き、よろしくお願いいたし

ます。 

  報告資料２ページでございます。 

  市街地再開発事業にかかる都市計画決定及び変

更についてでございます。 

  交番の１、件名と同じになりますが、今後、北

千住駅前地区第一種市街地再開発事業に向けて、

都市計画の決定変更を進めていく御報告でござい

ます。都市計画内容につきましては、（１）から

（４）まででございます。 

  項番の２につきましては、この都市計画の手続

を進めるに当たりまして、１２月の５日及び７日

に都市計画法に基づく説明会を千寿常東小学校で

開催いたします。 

  ３ページでございます。 

  今後の予定でございます。 

  さきに述べた説明会以下、案の公告縦覧、都市

計画審議会の議を経まして、来年の６月頃都市計

画決定の告示を予定してございます。 

  私からは以上でございます。 

○道路公園整備室長 ４ページを御覧ください。 

  五反野駅前通りの無電柱化事業の説明会につい

ての御報告でございます。 

  令和８年２月頃から水路の撤去工事を始めるに

当たりまして、夜間工事等周辺地域の影響が大き

いため説明会を開催するものでございます。 

  日時は、１２月１２、１３日、金曜日は夜間、

土曜日は午前中に足立小学校の体育館をお借りし

て、無電柱化事業の概要、工事内容及び事業スケ

ジュール等について御説明をさせていただきます。 

  周知方法につきましては、５ページ、位置図に

記載のエリアにポスティング配布やＳＮＳへの掲

載等で実施をいたします。 

  今後の予定でございますが、今年度、来年度に

実施設計及び水路撤去工事、令和９年度に電線共

同溝の本体工事を経て、令和１４年度に完了を予

定しているところでございます。 
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 １０  

 

  今後、地域住民の方々に広く周知を図り、事業

について理解を得られるよう丁寧に説明をしてま

いります。 

  続きまして、６ページを御覧ください。 

  堀切駅跨線人道橋架け替え事業の説明会開催に

ついての御報告でございます。 

  説明会日時でございますが、１１月１５日土曜

日午前と１９日水曜日夜間の２回、東京未来大学

の会議室で実施を予定しております。 

  説明内容でございますが、現在の堀切駅の跨線

人道橋の状況、架け替えの必要性、今後のスケジ

ュール等についてでございます。 

  ７ページの位置図に記載のエリアにポスティン

グやＳＮＳへの掲載等周知をしてまいります。 

  今後の予定でございますが、令和１０年度まで

基本設計、詳細設計を実施し、令和１１年度から

工事着手、令和１３年度、架け替え工事の完了を

予定しているところでございます。 

  計画内容、スケジュール等につきまして、地域

住民の方々に丁寧に説明してまいります。 

  続いて８ページを御覧ください。 

  新田橋架け替え事業についてでございます。 

  架け替え事業を北区が実施をしておりまして、

現在工事状況について情報提供がありましたので

御報告するものでございます。 

  仮橋の工事状況でございますが、仮橋の桁の設

置スロープの基礎ぐい工事が完了し、東京電力、

ＮＴＴ等の企業者の専用物の移設工事を行ってい

るところでございます。 

  来年度、スロープ、斜路付階段工事後、令和９

年度仮橋の供用開始を予定しております。 

  本橋につきましては、令和９年度に工事着手を

し、おおむね１０年後の完成を目指しております。 

  続きまして、１０ページを御覧ください。 

  千住柳町児童遊園の防災井戸設置についての御

報告です。 

  令和５年に行われた都市復興シミュレーション

の中で、地域から防災井戸の設置要望がございま

して、モデル地区として設置を検討しているとこ

ろでございます。 

  モデル地区の選定条件ですが、（１）から（６）

までございます。主な条件でございますけれども、

木密地域かつ地域危険度の高いエリア、あと都市

復興シミュレーションを実施し、発災時課題と合

致していること、地域共助の体制が確立されてい

ることなどを条件としております。 

  今後、地元町会と引き続き協議を進めさせてい

ただき、役割分担等を明確にした上で協定締結を

目指してまいります。 

  私からは以上でございます。 

○建築室長 報告資料１２ページをお願いいたしま

す。 

  「足立区中高層建築物等の建築に係る紛争の予

防及び調整条例」の一部改正に向けたパブリック

コメントの実施についてでございます。 

  近年、住宅街に小規模な葬祭施設やホテル計画

が示され、近隣住民との紛争が増加していること

から、この二つの用途建築物について事前周知の

範囲を改正したいと考えております。 

  これまで、事前説明を行う範囲は、計画敷地か

ら５０ｍを超えて１００ｍまでの範囲につきまし

ては申出があれば説明を行うこととしておりまし

たが、改正により、１００ｍまでの範囲は必ず説

明を行うよう義務付けたいと考えております。 

  このことについて広く御意見を募るため、項番

３に記載のスケジュールでパブリックコメントを

実施いたします。 

  周知方法等につきましては、項番４に記載のと

おり行ってまいります。 

  今後は、本条例の改正に合わせて施行規則や関

係要綱の見直しを行い、的確な指導につなげてま

いります。 

  １９ページをお願いいたします。 

  特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震助成額の拡
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 １１  

 

充についてでございます。 

  当区の緊急輸送道路沿道で耐震化が求められる

建築物は６６件ございますが、いまだ耐震改修等

が行われていない物件が３０件存在しており、速

やかな耐震化の実施が課題となっております。 

  これら建築物への支援策として、東京都から耐

震化事業の助成額を引き上げるよう区へ要望があ

りましたので、令和８年度から助成額を拡充する

こととして、建物所有者へ御案内を行ってまいり

たいと考えております。 

  項番３のグラフのとおり、工事費が高額になる

ほど拡充の効果が大きくなってまいりますので、

耐震化に向けた区分所有者間の合意形成を後押し

できるよう取組に努めてまいります。 

  ２０ページをお願いいたします。 

  五反野駅周辺におけるまちづくりの取組状況に

ついてでございます。 

  本地区におきましては、平成３１年にまちの将

来像を検討する勉強会が設立され、これまで１４

回の勉強会が行われております。 

  勉強会では、まちが抱える様々な課題を踏まえ、

駅周辺の交通環境の改善やファミリー世帯の誘導

を図ることで、まちの魅力づくりを進めていくべ

きだとの認識が共有されました。 

  令和５年に開催した勉強会では、その実現に向

けた手法の一つとして、市街地再開発事業の可能

性を検討することが確認されまして、現在、項番

２の（１）に記載する３社から検討作業に協力し

たいとの申出をいただいております。 

  今後、地権者の方々と３社による再開発事業に

係る勉強会が開催されることが想定されますので、

区といたしましてその動向を注視してまいりたい

と考えております。 

  対象エリアにつきましては、２２ページに記載

した赤く示した範囲で検討が進められる予定であ

ります。 

  私からは以上でございます。 

○いいくら昭二委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はありませんか。 

○くじらい実委員 私の方から２点ほどお伺いした

いのですけれども、最初に千住柳町の児童遊園の

防災井戸設置についてなのですが、これは、今現

在ですと例えば公園の防災井戸というのは、どれ

くらい設置されているのでしょうか。 

○パークイノベーション推進課長 公園に設置され

ています防災井戸は、マンホールトイレとセット

になっておりますけれども、これは５２公園で設

置されております。 

○くじらい実委員 今回、モデル地区の選定という

話で進んでいるので、当然モデル地区なので木造

密集地域とかということで危険度が高いところと

いうことでの話だと思いますが、これ選定条件が

１から６まで六つあって、選定条件を満たしてる

ようなところというのは現実どれくらいあるのか

なというので、今回、多分地元町会から防災井戸

の要望があったためモデル地区として以下のとお

り設置を検討していくということであるのですけ

れども、条件がそろっているところでも手挙げ方

式というか要望がないと防災井戸というのは設置

されないのですか。 

○パークイノベーション推進課長 現時点では、一

応要望があったところで、こういった条件に合う

かというところで設置の方は考えていきたいと思

いますので、まずはこちらの柳町の児童遊園の方

で設置しまして、その運営状況とか、あと我々の

方で今回設置する井戸に関しましても、先ほど説

明しました５２か所は手押しのポンプの井戸なの

ですけれども、こちらは一応動力も使えるような

形で初めて入れていくような施設でもありますの

で、その機能とかそこら辺の検証もしたいと思い

ますので、まずはこの１か所から進めていければ

と思っております。 

○くじらい実委員 今回、要望があって設置をしま

すということでしたけれども、この六つの条件が
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そろうというのはなかなかないのかなと思ってい

まして、逆に六つの条件がそろっていれば区の方

でも何か防災井戸を設置しませんかと働き掛けと

かをした方が本来はいいのかなと思うのですけれ

ども、それについてはいかがですか。 

○パークイノベーション推進課長 確かに区全体の

防災力とか、そういった点を上げていくには必要

かと思うのですけれども、ただ、やみくもに増や

していくと設置にもかなりの金額も掛かりますし、

その後の維持管理の方、あと、これの条件がずっ

と町会の方でも訓練もしていただいて、本当にい

ざというときできるような状態を続けてもらえな

いと、宝の持ち腐れといいますか、そういったこ

とも懸念されますので、まずはこちらでどういっ

た形で運用できるのか検証していきたいと考えて

おります。 

○くじらい実委員 なかなか数多く設置して、果た

して効果があるのかというところもあると思うの

で、今回モデルケースで１か所やってみて、それ

を今後検討していくということでやっていただく

ということですので、これは今回モデル地区でや

っていただいて、それをどう広げていくかという

のを区民の方の防災意識というのを高めるという

ところでは今後も必要かなと思いますけれども、

まずは検討していただくということで取り組んで

いただければと思います。 

  それと２点目が、中高層建築物等の紛争の予防

及び調整条例の改正のパブリックコメントという

ことなのですけれども、今回、葬祭施設とホテル

に関してということで条例改正ということなので

すが、これ、葬祭施設とホテルということで今回

は書いてありますけれども、これは地域の住民の

方との紛争が起こる可能性のある施設というのは

ほかにもあるのかなという認識はありますが、今

回は完全に葬祭施設ホテルに関しての変更という

ことだけでよろしいですか。 

○建築室長 いろいろあるのかもしれませんが、区

の認識といたしましてはこの二つの施設が現在の

特定用途建築物の中で問題であるかなというふう

に認識しておりますので、この二つについて改正

をさせていただきたいと考えております。 

○くじらい実委員 仮にほかの施設でも同じような

紛争が起こる可能性があるとしたら、これは今回

は改正後は１００ｍまでの説明を行う必要がある

ということなのですけれども、そういう措置は取

れるものなのでしょうか。ホテルとか葬祭施設の

ほかでそういうことがあった場合には、どういう

形で対応するのでしょうか。 

○建築室長 共同住宅等でも大きな紛争が起こるこ

とがございますが、これまでも実績としまして、

そういう場合についてはしっかりと５０ｍとかと

いうことではなくて説明会を開催をして皆様方の

理解を得られるようにやりなさいということで指

導してきておりまして、それに事業者も従ってい

ただいておりますので、もしそういうようなお声

があるような場合については、そのような対応で

行ってまいりたいと考えております。 

○くじらい実委員 今の現行で５０ｍが範囲だけれ

ども１００ｍまでやりますよというところは変わ

らずやっていただくということですね。 

  これ最後になりますが、今後の方針の中で施行

規則や関係要綱等の見直しということで書いてあ

りまして、この見直しというのは今回の条例改正

とは別で何か具体的に考えていらっしゃることは

あるのでしょうか。 

○開発指導課長 まず条例の方を改正して規則とい

うことで、今、動いております。その下に葬祭等

設置基準というのがございまして、そちらの方で

実は、今現在、標識設置よりも事前協議の承諾★

★申請が先になっているという事案というか、も

のがございまして、結局、業者からすると区の承

認を受けたのでということで、その後に標識設置

の説明会をやるというのも現実起こりまして、そ

れはおかしいのではないかということで区の方で



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 １３  

 

もいろいろ精査しながら今回それを入れ替えて、

まず標識設置を先にして、そこでオーケー出たも

のに対して設置整備基準の適合ということで考え

たいというのが、そこは条例ではなく、条例には

成り切れないので整備基準の方で直していきたい

というふうに、今、考えているところが大きいと

ころでございます。 

○建築室長 補足いたしますと、今の開発指導課長

の内容と合わせまして、できるだけ葬祭施設、学

校から１００ｍ以内には建てないでほしいという

ようなお話がございますので、それは建てないと

いいますか、１００ｍ以上離れたところに計画す

るように努めるというような規定を同じ要綱の方

に盛り込んでいきたいなと考えてございます。 

  あと、遠く離れたところで説明会が行われたと

いう事例がございましたので、これにつきまして

は条例の施行規則の方でしっかりと近いところで

やりなさいということで位置付けていきたいなと

思っているところでございます。 

○くじらい実委員 いろいろと私も実際、葬祭の施

設の反対の場面とか行かせていただくと、具体的

に話が出てきたりして、なかなか区の方の条例と

か基準とかに合わせてやっていますと事業者さん

から言われてしまうと、反対するのも難しくなっ

てくるのかなというところあります。ここは施行

規則とか関係要綱等もしっかり整備していただい

て、今回これはパブリックコメントの実施という

ことなので、これは多分区民の方の意見もいただ

きながら進めていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○小泉ひろし委員 くじらい委員からもありました

けれども、高層建築物等の建築に係る紛争の予防、

この件ですけれども、最近、集合住宅もそうなの

ですけれども、シェアハウスだとか、また民泊に

係るいろいろ相談とか不安の声があるわけです。

ハード面ではよろしいかと思うのですけれども、

ソフト的に心理的な部分で本当に不安だという住

民の声もある中で、新規の建築に係ることだけな

のでしょうから、例えば集合住宅そのものを買い

取って民泊に使う又はシェアハウスに使う、特に

民泊の場合は非常に心理的にも不安だという声が

寄せられているわけですけれども、このようなこ

とについての周知というのは、どのように現状な

っているのでしょうか。 

○建築室長 民泊の規制に関しましては、扱いとし

ましては専用住宅ですとか、そのようなものにな

りますので、建築基準法的には特に手続が不要で

あるというような状況になっております。ですの

で、実際のところ衛生部の方で民泊の届出制度と

いうのがございますので、そちらの方で情報把握

をして、特に不適切だということであれば連携を

させていただいて衛生部の方で現地を確認してい

ただくだとか、そういう対応に努めているような

状況でございます。 

○小泉ひろし委員 決して排除をするとか差別する

わけではないのですけれども、足立区においても

これは衛生部の管轄で分からない★★けれども、

民泊の届出がかなり増えているという現実がある

かと思うのです。今、御出席の中では回答できな

いのではないかと思うのですけれども、そういう

中で、まち中で住んでいる人から、もう具体的に

あそこが全部民泊になるという話があるのですけ

れどもとか、ごみ出しを含めて、どこの誰か分か

らない人が１年の半分以下ということになってい

るのでしょうけれども、いろいろな人が利用する

というのは非常に不安だし、町会だとか地域との

関わりというのはどうなのかとか、そういう御質

問を受けたりするのですけれども、こういうこと

もいろいろな意味でソフト面の紛争防止というか、

こういうところも考えていかなきゃいけないと思

うのですが、この辺いかがでしょうか。 

○副区長 今、衛生部の方でも民泊の届出に関して、

よく苦情を受けております。ただ、その苦情とい

うのは、やはり隣の部屋が民泊になったみたいな
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のだけれども大丈夫かという不安の声がかなり多

くなっているというところで、件数的には、約区

内に３００件弱の民泊の届出があるということで、

外観とかの調査はしているのですけれども、中に、

今、ブログとかでかなり狭隘の部屋を画面で出し

て、ここは民泊の現場だというような投稿も出て

きておりますので、今、衛生部の方では各民泊の

届出あったところについて現地の外見ではなくて

建物の中に入って立入り検査をするような体制を、

今、検討しておりますので、令和８年度に向けて、

今、検討しておりますので、検討が整い次第、御

報告をさせていただきたいというふうに考えてお

ります。 

○小泉ひろし委員 その辺はよろしくお願いしたい

と思います。 

  それと、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震助

成額の拡充ということで、これはたしか東日本大

震災のときに、例えば私も現場に行ってさんざん

ひどい状況を見たのですが、環七沿いとかの高層

マンションというのですか、マンションだとか、

大師前の東武ストアなんかひどかったのですね。

本当に何ていうか構造物が崩れるとか、斜めにな

っちゃって傾くとか、いろいろな本当に若いとき

に無理してローンでマンション買ったのに、こう

いうことになっちゃってとか、いろいろ悩みを聞

いた記憶があるのですが、東京都がいろいろそう

いうことは特にこういう幹線沿い、尾久橋通りだ

とか、環七だとか、４号線だとか、何かあったと

きに輸送上の道路が確保できないということでや

ったと思うのですが、これはまだ要是正件数３０

件というのは、なぜ解消はしたのだけれども解消

できないというか、この辺はどのような理由でで

きてないのかと、その辺つかんでいらっしゃるの

でしょうか。 

○建築防災課長 小泉委員おっしゃいますように、

６６件の緊急輸送道路沿いの建物ございまして、

それの全てにつきまして診断まで終わってござい

ます。残りの３０棟につきましては、改修工事、

解体工事にするにしても莫大な、５，０００平米

程度ある建物が多いものですから、金額もそれな

りに上がってまいります。そこで、管理組合があ

るというような状況になりますので、そこの合意

が取れないとか、そういったこともございますの

で、今回助成金をアップすることで、その辺の同

意を得られるような形でお願いしていきたいとい

うふうに考えてございます。 

○小泉ひろし委員 東日本大震災で被災された方も

特に年金生活に入っているような方は本当に悩ん

でいたし、管理組合が機能しているところはいい

のですけれども、なかなか機能してないような集

合住宅を所有している又は賃貸で借りている方な

んかいるので、今回増額ということですけれども、

その辺、何か促すというか、うまく機能するこう

いう制度が増額されたということも丁寧にできれ

ば進めていただきたいなというふうに、これは要

望です。 

  以上です。 

○ぬかが和子委員 質問したい項目が多いので、最

初はまとめて幾つか質問させていただきます。 

  まず最初に、堀切橋の跨線人道橋架け替え事業

の説明会についてということなのですけれども、

地域の方からは、新しくできる跨線橋に曙町３３、

３４の側、こちら側からもつまり区道の側からも

アクセスできるようにしてほしいという声が上が

っているのですが、そのことについてはどうなの

かということ。 

  それから、前に絵を私たちにも議会にも示して

いただきましたけれども、やはり自転車でも移動

できるようなエレベーターにしてほしいと、そう

いう声も寄せられているのですが、この２点につ

いてどうでしょうか。 

○道路整備課長 両方とも決算委員会で御質疑いた

だいた問題かと思います。まず、曙町３３番の方

からのアクセスですけれども、当然そちらからア
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クセスできた方が便利になる人も多いので、検討

はしております。 

  ただ、現状では、それを成し得るためには未来

大学さんの敷地ですとか、東武鉄道さんの敷地を

お借りしないといけないと。例えば、未来大学さ

んですと、そこに災害の備蓄倉庫ですとか、アー

スイントイレ、非常用の発電機などがありまして、

移設先が実質ないというのもあります。そうした

調整が未来大学さんですとか東武鉄道さんと調え

ば、積極的にやりたいという姿勢は持っておりま

す。 

  ２点目のエレベーターの方ですけれども、こち

らも決算委員会と同じ答弁になりますが、現在検

討していますという内容でございます。 

  仮に、自転車をエレベーターに乗れるようにし

ますと、サイズが１ｍぐらい大きくなるのです。

そうしますと、東武鉄道の架線施設に支障してし

まうという現在計画でして、すると２億円以上も

金額が増えてしまうという予測になっております。

この点は今度の説明会でも図面をもって説明する

のですが、何とかその架線施設に支障をせずにで

きる方法はないかというのを、今、検討している

ような状況でございます。 

  以上です。 

○ぬかが和子委員 是非よろしくお願いします。 

  それから、新田橋の架け替え事業についてなの

ですけれども、仮橋の供用開始が令和９年度とい

うことになるということですけれども、これもシ

ンプルな地域の声なのですけれども、いつもこの

整備計画が伸びているように感じると、具体的に

令和９年度ということだけれども、もちろんいろ

いろな不測の事態というのはあり得るとは思いま

すが、一応現時点では、いつ頃使えるようになる

のかしっかり教えてほしいというのが１点です。 

  それからもう１点は、本橋の方については、お

おむね１０年後、１０年掛かるということで架け

替えをやっていくわけですけれども、都バスはど

うなるのか、それが心配だと、引き続き運行をし

てもらえるのかと、その辺について地域からも声

が出ているのですが、どうでしょうか。 

○道路整備課長 まず１点目の仮橋の供用開始の時

期ですが、過去には少し時期が延びていっていた

かもしれませんが、私も道路整備課長５年目にな

るのですけれども、この５年間では令和９年度頃

ということで御報告させていただいていまして、

現状では令和９年４月にはお使いいただけるよう

に準備を進めているところです。間に合うように

していきたいと思っています。 

  ２点目のバスの問題ですけれども、これも本会

議等の質問で過去に何度もいただいている状況で

ございまして、今回の仮橋が歩道橋に、歩行者と

自転車しか使えなくなりますので、今、新田橋を

都バスが通っているのですけれども、迂回しなけ

ればならないということで利便性が低下しないよ

うにしてくれという本会議で質問を何度かいただ

いているというところです。 

  こちらに関しましては、交通局の方と適宜定期

的に最近ですと年３回ぐらい打合せをしておりま

すが、まだ少し２年ぐらい先なので実際にどうい

うルートを通るのか、便数がどのぐらいになるの

か、運転士さんが確保できるのかということに関

しましては、まだ深掘りができてない状況ではあ

ります。 

  引き続き北区さんと協力して、定期的に交通局

に行って明らかになるものがあればお示しします

し、利便性が低下しないように努力したいと思っ

ております。 

○ぬかが和子委員 本当に新田の人たちにとっては、

あのバス路線というのは物すごく大事で、率直に

言うと足立区側にはほとんど来ないで、あっちで

通勤しているわけですので、しっかりやっていた

だきたいと思います。 

  それから、柳町児童遊園の防災井戸についてな

のですけれども、もちろん地域からも要望があり、
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 １６  

 

条件としてもきちんといろいろな防災機運の醸成

のことが図られているということでモデル事業と

して設置するということは私は歓迎しているので

すけれども、同時に素朴な疑問で教えていただき

たいのですが、この防災井戸を誰がどういうふう

に使うのか、例えば災害といっても火災のときと

いうのは今も消防団の方々も含めて消火栓があっ

てスタンドパイプをやって、その訓練までやって

いてという中で、この井戸の位置付け、管理も含

めてどういうふうにしようと考えているのか教え

てください。 

○パークイノベーション推進課長 ぬかが委員のお

っしゃるとおり、こちらの地域でも消火栓ですか、

そちらの方はかなり用意されていたりとか、用意

というか配備されていたり、あと、この児童遊園

自体にも防火貯水槽もあったりします。 

  ただ、更に町会の御要望としては、消火栓がつ

ながったとしてもそれが断水するのではないかと

いうところ、もし大地震とかそういったときでも

初期消火に使えるように是非自前の水源というの

ですか、そういうのが欲しいというのが一番強い

御要望がありまして、であれば、いろいろな条件

を付けさせていただいておりますけれども、造っ

た後も日頃から使っていただく、あと、普通の火

災のときでも使えるようになればいいかなという

形で考えております。 

○ぬかが和子委員 ということは、管理は地域、地

元でやるということですか。さっきそれも聞いた

のですけれども、ごめんなさい。 

○パークイノベーション推進課長 日常的な水が出

るかとか、そこら辺の機械ポンプ自体のメンテナ

ンス等々は区の方で見ます。実際の活用に関して

は町場の方が中心に利用していただければいいと

いう形で条件等々を設定して、運営していきたい

と思っております。 

○ぬかが和子委員 何でこれ質問したかというと、

正に消火栓等の関係もありますけれども、先ほど

答弁もあった公園等に５２か所防災井戸があって、

それ実際にどう機能するのと、本当に有効活用が

できるのかということを非常に思っていて、その

前から、私、実は過去にも質問したことがあって、

その公園に東日本大震災以降に防災のお金を使っ

て国からのお金を使って防災井戸を造るという以

前に、何か所も防災井戸という名前で足立区内に

はあるわけです。そこなんかは、もうほとんど機

能してないわけです。 

  例えば、関原にも、それこそ３０年、４０年近

く前には防災井戸、あそこ火災が非常に多かった

ということで防災のモデル事業をやって造りまし

たし、西新井はＵＲ自身がＵＲ住宅の建て替えの

ときに防災井戸と称して防災井戸を造っているの

ですけれども、でもそれも、今、もうほとんど使

わないのです。使えないのです。 

  だから、そういうところも本当にどう管理して

いくのかというのは、率直に言うと公園だけでい

けば都市建設の所管かもしれないけれども、そう

ではない場所もある中でそこをきちんと造るだけ

ではなくて、日常の管理もそうだけれども、いざ

というときに、では誰がそこを責任持って使うの

か、どういう使い方をするのかということも地域

と相談しながらやっていくような仕組みをもっと

強めていただきたいと思っているのですが、どう

でしょうか。 

○道路公園整備室長 ぬかが委員おっしゃるとおり、

確かに継続性というのが非常に大事だなと、大切

だと思っております。これから、仮に、今、モデ

ル地区でやって今後検証させていただきますけれ

ども、他地域でというところもございます。そう

いう話が出たときは危機管理部門の方とも調整を

させていただいて、本当にそこのエリアで必要な

のか、また特に今回千住柳町のここにつきまして

は、どちらかというと住民発意というか、地域の

方々が本当に防災関係で熱心にやっていただいて

いるというところもございますので、そういった
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地域性も踏まえながら本当に必要であるかどうか

も精査しながら検証させていただければと思って

おります。 

○ぬかが和子委員 これからもそうだけれども、今

まで造ったものをどうするのというところもしっ

かりやっていただきたいのですけれども、大半は

公園、都市建設の方で持っていると思うのですが、

どうでしょうか。 

○パークイノベーション推進課長 ぬかが委員御発

言のとおり、今、５２か所あるところの防災井戸

に関しまして、日常的には公園維持課の方でポン

プが稼働できるのか、あとマンホールは蓋が開い

てちゃんと使えるのかとか、あとまた職員の方で

もテント等の設置の訓練といいますか、あれもや

っております。 

  更に、設置した当初、管工事組合ですか、そち

らの方に発災時に設置してもらえるような協定も

結んでいたのですけれども、大分年数もたってし

まって、その存在は分からない方もいらっしゃっ

ております。それなので、今、改めて最新のバー

ジョンで協定を組み直すような形で関係所管と一

緒になって進めておりますので、それが整えば定

期的に、いざというとき使えないような形にはな

らないようにしていきたいと考えております。 

○都市建設部長 若干補足させていただきます。 

  ぬかが委員御指摘のとおり、造ったはいいが、

そのままほっぽってあるというケースが往々にあ

ります。一例で言いますと、マンホールトイレに

つきましては、今、パークイノベーション課長が

答弁しましたが、実効性がある、協定は結んでい

るのですが協定を結んだだけでは実効性がないの

で、官民といいますか事業者と連携して、今後、

また先々少し議論いただく機会があろうかと思い

ますが、逐次議会に報告させていただきますが、

実効性あるものにしていきたいと考えております。 

○ぬかが和子委員 是非、もともと例えば公園に５

２か所防災井戸を造ったというときには、どの公

園にするかというときに避難所である学校に近い

公園を選んだということでやっているけれども、

避難所運営訓練のときに、では同時にやっている

かというと、決してそうではないと。今度も１１

月末だかに行われますけれども、そういうふうに

はなっているとは言えないということがあります

ので、そこは是非危機管理の方と連携してしっか

り造ったものが機能するようにしていただきたい

と、これは要望させていただきます、ほかに質疑

したいことがあるので。 

  続いて、中高層建築物、先ほど来質疑がある部

分なのですけれども、私、葬祭施設も質問したい

のですけれども、ホテルのことなのですけれども、

先ほど民泊の話があったけれども、今、私たちは

民泊よりホテルが問題だなと思っているのです。

この足立区のもともとの条例で見ると、ホテル又

は旅館となっているのだけれども、これは根拠法

令はホテルではなくて旅館業法なのです。だから、

旅館業法では規制緩和しちゃっているために、民

泊以上に緩い、ある意味でいうと日数規制もない

し、そういう状況の中でアパートの一室みたいな

ところが旅館業の届出をして、それで許可制なの

ですけれども許可を受けられて、とにかく基準が

緩和されているから、それで旅館業という扱いに

なっているのですが、そこも対象になっていると

いうことでよろしいのでしょうか。 

○建築室長 ホテル、旅館ということで特定用途建

築物に、今、位置付けておりますので、対象にな

ります。 

○ぬかが和子委員 ですよね。だとすると、もちろ

ん民泊そのものは衛生部の所管だけれども、こち

らの旅館業とか、これをこの条例の中で特定用途

建築物ということで位置付けているわけですよね。

で、そういう制限を設けているけれども、実際に

は住民説明どころではないのです。聞いていると、

隣のうちだけ話があったとか、そういう状況なの

です。だから、ここについてはしっかり連携もし
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ながら、この条例が適用できるようにしていかな

きゃいけないのではないかなと。ちなみに、今、

旅館業というのは足立区内には１１５の施設があ

って、世の中で多くの人が思うようなホテルやビ

ジネスホテルだけではなくて、本当に民泊よりも、

委員会のときもちょっと質疑、決算のときにうち

の議員がやりましたけれども、最初に私が見付け

たのは本当にアパートの一室だったというところ

が旅館業だったのです。そういうところもしっか

り規制の対象に、規制の対象になっているのだっ

たら適用してもらうと。ただ、その仕組みが難し

くて、例えば足立区で言うと建築基準法上は単な

る、既存の建築物について旅館業にするわけです。

だから、建築確認のときでは駄目なわけです。民

泊は、まだ届出制度だから衛生部に届け出られる。

でも旅館は許可ですので、許可権限は区ではない

という中で、でも許可を得れば何でもできちゃう

と、そこをこの条例でどう縛っていくのかなとい

うところも含めてどうお考えなのか、是非副区長

どうですか。 

○副区長 ぬかが委員、今、おっしゃるとおり、衛

生部の方でもやっぱり旅館業法が改正されて、本

当にマンションの一室、そこにトイレとかお風呂

とか、そういう通常の生活のキッチンとか設備が

あることによって、１部屋だけで旅館の届出がで

きるようになってしまったというところで大変苦

慮しているところがあります。 

  今、建築の方で条例制定しているのは、多分建

てるときに建物として旅館、ホテルという名目で

建った場合の規制だと思いますので、それがこの

条例等を含めてどういう形で規制ができるかとい

うのは、衛生部の方と情報共有しながら、どうい

う対応できるのか、そこは検討してみたいと思い

ます。 

○ぬかが和子委員 正に既存の建築物が圧倒的多数

で、旅館業の届出は、新たな届出は、許可を求め

るところは、なので是非衛生部と連携していただ

きたいと思います。やりようによって、許可制で

その権限がないからやりづらいのだという話、衛

生部から話があったのですけれども、実際にはや

りようによってできることはあるということを私

たち実感しまして、例えば、旅館業も、それから

民泊も許可の許可証を貼るのです、入り口に、な

のですけれども、その許可表示を大きいもの、大

きさを示してちゃんと分かるように貼っていただ

くとか、それだけでも違ってくるとか、近隣の住

民説明とかはもっとしっかりやっていただくとか、

そういうことはできることがあると思うので、や

っていただきたいというふうに思います。 

  それから、葬祭施設についてなのですけれども、

本当に、今、足立区内でもあちこちで増えてきて

いると。既存の、先ほどくじらい議員からも話が

あったようなところについてで言うと、学校の通

学路の真っただ中にあって、そして住民からいろ

いろと要望があってもなかなか誠実な対応とは言

えないというふうに住民の方々は思っているわけ

です。 

  で、今、実際にそういうことでどんどん建てら

れつつあって、今回の条例改正というのは新規の

ものではあるのですけれども、新規建築について

しか適用されないだろうなというのは思うのだけ

れども、だからこそ先ほどもあった規則とか要綱

等々で建ち上がった後も近隣との話合いをきちん

と継続することとか、そういうこともしっかりや

っていただきたいと。 

  具体的に言うと、例えば入谷のところで、今、

も住民との説明、話合いが続いている施設で言う

と、当然葬祭場なので一晩中お線香をたいて寝泊

まりするわけです。だけれども、通常の私たちが

イメージする斎場とは違って、従事者は誰ひとり

いない、これ大丈夫なのかということや、それか

ら工事に当たっても仮設トイレが設けられている

けれども、その臭いが本当に大変なのだという話

とか、それから、たばこの規制の問題で施設の中
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には独立した喫煙所は設けませんと言っていて、

そんなことで屋外で喫煙されても困るといった声

などもあるのですけれども、そういったことも、

また既存の条例でも、例えば植え込みについて隣

地境界線との植え込みについては、中高木をちゃ

んと植えなさいとなっているのだけれども、隣か

ら見えないように、そういう中高木を植えてほし

いとなっても、なかなかそれすらイエスと言わな

いと。こういうことをしっかりと本当に住民の環

境を守るという立場で対応していただきたいし、

そういうふうに規則もつくっていただきたいと思

っているのですが、どうでしょうか。 

○建築室長 今回の改正に合わせまして、既存の例

えば事務所だったようなところを葬祭施設に変え

てしまうという事例があって、紛争が生じている

という事例もございますので、そこのところにつ

いては禁止することはできないのですけれども、

しっかりと周知をしていただきたいということで、

この同様の手続を踏ませて、お知らせ看板等、既

存の建物の用途変更についてもお知らせ看板等を

設置して、近隣へ説明をするようにということで

行われるように改正をしていきたいと考えている

ところでございます。 

  あと工事現場のマナーの悪さですとか、喫煙で

すとかということについては、事業者の方へ的確

にちゃんと丁寧に指導、工事をやるようにという

ことで、これまでもやってまいりましたけれども、

指導してまいりたいなと思っているところでござ

います。 

○ぬかが和子委員 それで、足立区のホームページ

を見ていくと、例えば説明会をした場合は報告書

を出してくださいねみたいな記載になっているの

です。で、先ほどもお話もあったけれども、では

表示看板は、基本的なことで申し訳ないのですけ

れども、何日前に付けることになっていて、説明

会そのものの開催の義務にはなってないと思うの

です、これ、今までは。つまり説明をすることと

いうのと、説明会の開催というのは違いますよね。

その辺についてはどうお考えなのかお伺いしたい

のですが。 

○建築室長 葬祭施設で申しますと、現在は６０日

前に看板を設置しなさいということになっており

まして、説明会ということで義務付けしておりま

すので、そこについては特に問題がないといいま

すか、できているかなというふうに思ってござい

ます。 

○ぬかが和子委員 と思っていたのですけれども、

区のホームページを見ると、全世帯及び近隣関係

住民に申出があった方に計画の説明を行ってくだ

さいなのです。説明なのです。説明というのはよ

く私たちも地域で受けますけれども、チラシ１枚

入れると説明したになるのです。で、説明会を行

った際は速やかに説明会報告書を提出と、これは

区のホームページに書かれているのです。今、言

った問題ないということではないのではないかと、

そこもきちんと、つまり申出があったら説明会や

るし、説明会やったら報告書を出すのではなくて、

説明を行うではなくて、説明会をちゃんと行って

いただきたいと、まずは。つまり住民から開いて

くださいと言わないと説明会にならないのよ、簡

単に言えば、そこはやっぱりそういうところも併

せて考えていっていただきたいと思いますが、ど

うでしょうか。 

○建築室長 ホテル等、葬祭施設につきましては説

明会で対応しなさいということになっております

ので、今、ぬかが委員が言われたような内容、確

かに説明で済ませられるものはほかにもあるので

すけれども、ホテルと葬祭施設については説明会

をやらなければいけない。 

  ただ、今まで５０ｍを超えて１００ｍまでのと

ころについては説明で済ませられるように受け取

られるところがありますので、そこについてはま

ずいということで、１００ｍのところまでの範囲

の方々に対して説明会をやりなさいということで、
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今回条例を改正したいなと思っているところでご

ざいます。 

○ぬかが和子委員 それで、現在、実際には条例改

正と要綱規則の制定と、それをきちんと執行でき

るかという課題になるわけですけれども、先ほど

ホテルと旅館業は説明会をやるようにしているか

ら大丈夫ですよと言うけれども、実際には、先ほ

どの旅館業で言うと新規建築ではないというのも

あるけれども、そうなっていないで旅館業がどん

どんどんどん増えていて、ましてや民泊も、今、

旅館業、みんな★★いるという状況がありますの

で、しっかりやっていっていただきたいというふ

うに思います。 

  最後に、報告事項の最初の市街地再開発事業に

係る都市計画決定及び変更についてお伺いしたい

と思うのですけれども、北千住の東口北街区の市

街地再開発をやっていくと、都市計画決定をして

いくということでの報告ですけれども、改めても

う一度お伺いしたいのですが、地権者数が何人、

準備組合参加者が何人とか何世帯で、賛同は何世

帯で何％なのかお伺いします。 

○千住地区まちづくり担当部長 準備組合に確認を

しておりますけれども、人数は具体的には変動が

あるのでお伝えできないということは聞いている

のですけれども、おおむね６０名程度というふう

に聞いております。 

  現在の準備組合の参加率と同意率ですけれども、

人数と面積でそれぞれ同意率を出すことになって

おります。大きな地主さん１人が賛成すればいい

のかというようなことにもなってきますので、参

加につきましては人数としては、おおむね、どち

らも８４％程度で、同意率につきましては、現在

のところどちらも７８％程度というふうに聞いて

ございます。 

○ぬかが和子委員 この市街地再開発という手法が、

実はほかの、私はいろいろと建設委員になって勉

強する中で、どの都市計画事業の手法よりもひど

いなと思うことがあるわけです。それは何かと言

ったら、通常の都市計画道路や都市計画事業を執

行するときには、地権者は地権者であり続けるわ

けです。反対をしていて最終的に強制執行という

か土地収用ということもあるけれども、そこまで

ずっと地権者だし、その地権者としての権利をど

うするのかということで補償していくというのが

通常の都市計画事業なわけです。 

  だけれども、この市街地再開発の事業としてス

タートすると、おおむね３分の２以上の賛成があ

れば、残りの３分の１弱の方々は、もう途端に自

分の権利を失うものに等しくなってしまうと。そ

して、その権利を失うに等しくなって、ほかの市

都市計画事業みたいに補償がされるわけではない

と。それは権利変換の中で権利床を購入する。だ

けれども評価が、全国の事例でも評価が低くされ

て、それで権利床の部分に新しいマンションとか

に移れない。つまり自分の土地の権利も失って、

マンションにも移れない。そういう事例というの

がもう頻発しているわけです。そういう要素を持

っているのが市街地再開発事業だと思うのですが、

どうでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 言っている意味が

正確に分からないのですけれども、権利を失うこ

とになるですとか、補償されるものではないとい

うお話がありましたけれども、そういう制度では

ないという認識です。 

○ぬかが和子委員 だけれども、地権者としての土

地の権利を持っている者が権利変換でマンション

の中の一部の区分所有の権利を持つということに

権利変換しますよね。そうすると地権者としての

権利はなくなりますよね。 

○千住地区まちづくり担当部長 権利変換の仕組み

については、もともとその土地、建物をお持ちの

方がいらっしゃって、それが権利としてあるわけ

ですけれども、それが従後のときには区分所有と

して土地、建物の権利としては、また発生してく
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るというところです。 

○ぬかが和子委員 だから区分所有なのです。実際

には住めない人が本当に増えているのです。それ

で、今、脇からも、いや、そんな乱暴なことはな

いだろうという話があったけれども、私も勉強す

るまで通常の都市計画事業と同じだろうと思って

いたら、全く違うのです、本当に。実態としては、

ディベロッパーさんが入っていて、権利変換計画

を立てるときに地価が上がっていても十分な計画

にならない、非常に低く見られてしまって、そし

て実際にマンションに入ろうとするためには数千

万円お金を掛けないと自分でお金を持ち出さない

とマンションにも入れないと、こういう事例は全

国にあると思うのですが、どうでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 もともとお持ちの

権利の大きさにもよってくるかと思います。権利

変換につきましては、今後どういうふうにやって

いくのかというところが計画されているところで

すけれども、権利変換計画の中で従前従後の権利

がどれくらいになるのか、それに対して今度保留

床を造ったものがどれくらいで売られるのか、そ

れで事業を成り立たせるということなので、今、

権利変換比率がどうなのかというのは明確には分

かりませんけれども、低く見られるとかというよ

うなことがどこと比較してなのかが分からないの

ですけれども、総体的に再開発事業の場合は従前

に比べて従後の方がＢｂｙＣといいますか増進率

が高くなっていくはずなので、そういう意味では

従前従後については従後の方が確実に資産価値と

しては上がるのではないかなというふうに考えて

おります。 

○ぬかが和子委員 では、その辺については、また

次回以降に具体例を幾つか示して質疑もさせてい

ただきますけれども、ただはっきりしているのは、

３分の１の方々が反対していても事業に一緒に組

み込まれなきゃいけない。そして、つまり反対し

ている人は、ほかの都市計画道路とかだったら十

分な説得や話合いをやるわけです。そうではない

のです。反対していても３分の２が賛成していれ

ば事業としてスタートしちゃう。これは違います

よね、通常の都市計画事業と。 

○千住地区まちづくり担当部長 仕組みとしては違

いはありまして、法律的には３分の２以上の同意

があれば事業認可は下りるということになってい

ますけれども、ぬかが委員おっしゃるとおり、何

というのでしょう、我々は追い出して再開発を成

就させようというふうには思いませんので、なる

べく準備組合に対しても１００％の同意を取って

くれというようなことを伝えておりますけれども、

どうしてもいろいろな御事情があって１００％の

同意というのは何であっても難しいと思いますの

で、そこら辺は少しバランスを見ながらやってい

く必要があるのかなと思っております。 

  都市計画道路につきましても、ほかのところで

も事例がありましたけれども、１人２人が反対し

ていることによって、せっかく皆さんが協力した

土地、建物をいただいたものが都市計画としてそ

の効力が発効できないというようなことはマイナ

スになりますので、そういう意味で強制執行みた

いなこともありますので、考え方としては同じな

のかなというふうに思っております 

○ぬかが和子委員 全然違う、大体１人２人の例に

すり替えないでくださいよ。さっき言っていたで

しょう、３分の１弱は反対してもできちゃうわけ、

１人２人の問題として言っているのではないので

す。これが私だって９５％、９８％準備組合に参

加していて１人反対者がいますとかだったら、全

体でこうだねという話にもなると思うのだけれど

も、そうではないから質疑させていただいている

のです。しかも、税金、市街地再開発という手法

の場合には、これも粗々ですけれども総事業費の

４分の１程度の税投入が４分の１と言われていた

けれども、いろいろなもので調べていくと総額で

見たときに３分の１になるというふうに表示され
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ているものも多いのです。ということがあるとい

うことで、その税の導入にふさわしいのかと、そ

れから十分な合意があるのかという中で、こうい

うことを進めていって今の段階でいいのかという

ふうに思っているのです。 

  もっとまちづくりのこともいろいろやって、例

えば同じような再開発でも小規模連鎖型の再開発

とか、今、ランドバンクというのですか、小規模

連鎖型の再開発というのも国交省もこういうのも

ありですよということで示しているのですが、そ

ういうものは検討した経緯はあるのでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 具体的に再開発の

仕組みでそのようなものを検討したことはござい

ませんけれども、当初の目的は都市計画道路を整

備したいということで沿道整備街路事業から入っ

ていったというところがございまして、それが準

備組合ができて再開発を検討しているというとこ

ろで、今の地権者さんたちの話の中でそういうふ

うに推移してきたということもありますので、今、

それを協議しているところで、再開発の手法につ

いて区の方から、あれがいい、これがいいという

ような御提案をしたことはございません。 

○ぬかが和子委員 ランドバンクという取組、今、

最近国交省でも結構やっていますけれども、小規

模連鎖型の開発、どう認識していますか。 

○千住地区まちづくり担当部長 千住地区につきま

しては足立区で一番の繁華街で、どちらかといえ

ば高度利用を図っていくべき地区だという認識で

すので、小規模ですとか、そういうものについて

はなじまないのかなというふうに考えております。 

○ぬかが和子委員 そこに本当に地域が高度利用を

望んでいるのか、そして地域の方々が何を望んで

いるのかアンケートなんかやった中でも、やはり

望んでいるのは高度利用ではないわけです。そう

いうこともしっかり考えていただきたいし、これ、

今回ここだけをずっと議論して時間も過ぎてしま

いますので、（発言する者あり）、ですけれども、

私たちとしては、今のこの段階でそういったこと

も十分に、もう最初から高度利用だと決めて、手

法は最初から何か開発まちづくりというと、最近

は市街地再開発だと、こういうふうに、★★とか

もありますけれども、そういうふうにいってしま

うという在り方がいかがなものかと、現時点でこ

ういうふうに決めてしまうということ、都市計画

手続を進めていくということは絶対に認められな

い、賛成はできないというのを申し上げて質疑を

終わります。 

○千住地区まちづくり担当部長 市街地再開発事業

は全て高度利用と言っているわけではなくて、足

立区の中で市街地再開発事業を行う際にも、そう

いうぬかが委員がおっしゃられていた身の丈に合

った再開発ということもありますけれども、そう

いうところがなじむところもあるというふうに思

っておりますが、千住地区につきましては地域の

課題としてバリアフリーですとか、にぎわい、防

災ということがあって、それを成就するためには

この仕組みが必要かなというふうに考えておりま

す。 

○ぬかが和子委員 すみません、質疑、終えている

のよね。終えているのに、あえてそういうふうに

言うと、もう少し言わなきゃいけないと思ってい

て、さっきそんな都合がいいところだけ答弁しな

いでほしいのです。では、地域の人が望んでいる

のか、地域の方々が本当に地権者もそうですけれ

ども、住民みんながそれを望んでいるのかと、そ

ういうことも十分に考えて、そこについては答え

ないで、つまり答弁を求めてないところで、今の

地域のことも答弁求めてないですけれども、都合

がいいところだけ答弁するというのは非常におか

しいということも指摘して、もう質疑は終わりま

す。 

○富田けんたろう委員 私からも、北千住東口の件

について質疑したいと思います。 

  今、ぬかが委員の方からは通常の都市計画道路
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事業と、それからこの再開発事業の違いについて

指摘があったというふうに認識しています。私も

この地域に住んでいてよく聞くのが、急に再開発

の話になったという話をよく聞くのですね。 

  実際にエリアデザインの報告資料の方には、１

０月の説明会の質疑Ｑ＆Ａが載っているのですけ

れども、その中で再開発事業に変わっていったと

いうところの質疑がありました。具体的には、過

去には道路整備の話があって協力をしたのだけれ

ども、急に再開発の話になったと。それに対して

区の回答は、以前は沿道整備街路事業という手法

を検討していたけれども、権利者の１００％の同

意が得られずにいたところ再開発の話が出てきて、

手法を切り替えたというふうに説明会で回答され

ているわけです。さすがに、この回答だけを聞く

と、やはり乱暴に進めているのではないかなとい

う印象を地域の方は受けちゃうのではないかなと

思うのですが、これについてまずどうなのでしょ

う。 

○千住地区まちづくり担当部長 確かに説明会でそ

ういうふうにお答えをしていたかと思います。 

  ただ、再開発事業というのは、区の方でこうし

てくれということではなくて、勉強会なり準備組

合ができて地域の方で再開発事業ということで発

意して区の方に相談があったという認識ですので、

区の方で、私の答弁がちょっと悪かったのかもし

れません、沿道整備街路事業から再開発にシフト

したというのは言ってしまいましたけれども、区

の考えとしてはそういうことではなくて沿道街路

整備事業をずっとやろうと思っていて、それがで

きなくなった、地域の方では、一方で再開発とい

う機運が高まってきたので、そういうような協議

に乗ってきたというようなところでございます。 

○富田けんたろう委員 つまり手法をシフトしたの

は区ではなくて準備組合の方だという話かと思い

ますが、というのも地権者の皆さんが構成員とな

っている準備組合の方で合意をして変更したとい

うことだと思うのですが、ただ、こういう説明会

で、こういう質問が出てくるということは、地権

者の方、もちろん１００％同意してないというの

もそうですし、これは地域の方にもきちんとシェ

アができてなかったのかなと思うのですが、ここ

については相談を受けた区としてきちんと地域の

方にもっと説明をしていかなければいけなかった

のかなと思うのですが、そのあたりについて改め

てどうでしょう。 

○千住地区まちづくり担当部長 準備組合の中の説

明については準備組合の方でやっていただくこと

なのかなと思っているので、その事業の細かな仕

組みですとか、そういうものを共有するのは準備

組合、地権者の方々だと思いますので、準備組合

には我々としてもしっかり説明するようにという

お話はしております。 

  一方で、足立区としては都市計画決定権者では

ありますので、そういう意味でその内容について

の説明はこれからもしていきたいというふうに考

えてございます。今までも説明会は準備組合と共

にしておりますし、これからもしていきたいとい

うふうに考えてございます。 

○富田けんたろう委員 分かりました。 

  地域の方の説明という意味では、ただ道路を拡

幅するという話があって、入り口に駅に向かって

いくあの道路を大きくするわけじゃないですか、

広くするわけじゃないですか。そうなると★★と

いうか南側の方も私がちょっと聞いたのは、これ

はセットバックを少しするのだという話も当初そ

んな話もあったかなと思うのですが、これは、す

る、しないみたいなところが地域の方もあんまり

よく分かってなくて、実際はどうなのでしょう、

ちょっと後ろに下がるのでしょうか。 

○副区長 ★★沿道街路整備事業の担当として地元

に入っておりましたので、その計画道路に関して

は両側に拡幅をする形で地権者の方と協議を進め

ておりました。で、地権者の中で南側と北側と両
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方に土地を持っている方とかがいらっしゃったり

とか、先ほどの道路で拡幅されてしまうと残りの

土地で生活再建ができない方とかいろいろな方が

出てきて、いろいろな条件を協議しているとき、

なかなか全員地権者が賛成しないとできない事業

でしたので、交渉しているときにやはりそういっ

た部分で私は賛成できないというような話が出て、

そのうちに中の地権者の方々が多分いろいろな方

に相談をしている中で再開発の話が出てきたのか

と。なので、私たちとしては沿道の方々、道路に

面している１名の方にはいろいろとお話をしたり、

周辺の方には計画の進捗をお話したのですけれど

も、その後再開発エリアがどんどんどんどん後ろ

に広がっていって、どこまで広げているかと私た

ちも把握できないところもあったので、私たちと

してはその対象となる地権者の方々に細かく説明

をしてくださいというような要望は続けてきたよ

うな状況でございます。 

○富田けんたろう委員 説明とか要望とか区がこれ

までされてきた動きというのはよく分かりました

けれども、質問としてはセットバックするのか、

しないのかというのは結構地域の方、錯綜してい

るというか、すみません。 

○千住地区まちづくり担当部長 今、現状７ｍあり

ますが、それが都市計画では１２ｍに拡幅するこ

とになっておりまして、中心の振り分けになって

おります。なので、北にも南にも２．５ｍずつ都

市計画道路が掛かっているというような状況です。 

○富田けんたろう委員 そうなると、２．５ｍ中心

からセットバックとなってくると、今、あそこで

南側のお店をやっている方、また地権者ももちろ

んそうですけれども、お店をやっている方、それ

からまだ向こうには住宅も広がってるわけで、こ

の辺りの皆さんにもかなり影響が出るというふう

には思いますので、もう少しそこは地域の方に地

権者だけではなくて、ちゃんとシェアしていかな

いと結構割とあの辺りの人たち、あんまり情報が

本当に錯綜しているというか、どうなるのだろう

と心配なのだけれども、あまり正確な情報をつか

んでないのかなという気がするので、是非そこは

１２月の説明会、私もお邪魔する予定ですけれど

も、きちんと説明していただきたいなというふう

に思います。改めてその点だけ。 

○千住地区まちづくり担当部長 説明はしっかりし

ていきたいと思っておりまして、道路の拡幅です

けれども、駅を出て北側、左側のところに今回再

開発事業を計画しておりまして、南側の方は再開

発の区域に入っていないので、今回の都市計画な

り事業の中で南側に拡幅というのは発生はしない

というところです。北側にだけ後退が生じるよう

なことになっておりまして、それもしっかり説明

していきたいというふうに思っております。 

○市川おさと委員 私も「足立区中高層建築物等の

建築に係る紛争の予防及び調整条例の一部改正に

向けたパブリックコメントの実施について」につ

いてお尋ねします。 

  私も舎人に住んでおりまして、入谷の葬儀場の

件では説明会ある度に呼ばれまして、そこで地域

の方々の声を伺っているという状況となっており

ます。この事業者の名前、小さな森の家という事

業者なのですけれども、入谷だけではなくて、ほ

かの地域、六月ですか、ここでも大変多くの何て

いうかな、あつれきが起こっていると。六月につ

いては皆さん御案内のとおり、あそこの町会長は

葬儀の経営者ですけれども、その方が殊更に怒っ

ているというふうにも聞いておるところでもあり

ます。 

  正にこうした立法事実があって、この条例、あ

るいはその下の要綱その他の改正が行われるとい

う認識でよろしいのかどうか、まずお答えくださ

い。 

○建築室長 その問題が明確化になりましたので、

取り組まなければならないという認識でございま

す。 
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○市川おさと委員 この条例の改正の案というのは、

一つは５０ｍの範囲、チラシを配る範囲を１００

ｍにするということなのですけれども、要するに

これは建設を止めというそういうベクトルの話で

はなくて、住民との合意形成を強化すると、そう

いうベクトルの話なのだろうなというふうに思っ

ています。 

  一方で、先ほど田中建築室長がおっしゃいまし

たけれども、学校のそばには造らせないような、

それは要綱に書き込むというのがあったのですけ

れども、そうした建設抑制を行う内容というのは、

この条例その他の中で学校のそばということだけ

なのでしょうか。 

○建築室長 学校のそば、そうですね、学校に限定

して１００ｍということで、要綱、基準の中に努

力規定を追加していきたいと考えております。 

○市川おさと委員 例えば、そのほかに児童福祉施

設だとか病院だとかも含むことも考えられるのか

なと思うのですけれども、それは今回は含まない

ということですか。その理由を教えてください。 

○建築室長 まだ決定したわけではございませんけ

れども、病院ですとか福祉施設と言いますと、事

業者がほとんど造るところができなくなってしま

うのかですとか、いろいろ検討いたしまして、当

面やはり学校の方に限定したらどうだろうかとい

うことで、今、検討を進めてきたところでござい

ます。 

○市川おさと委員 川崎市の★★の、川崎市が実は

この手の葬祭事業者の新規の建設に関して非常に

厳しいというのか厳しい態度を取っている自治体

なのですけれども、例えば川崎市では説明義務を

施設の１０ｍのところに住んでいる人については、

チラシを配るだけではなくて直接説明するように

ということで要綱を定めているわけですけれども、

入谷の事例なんかを見ましても５０ｍとか遠い人

が割にギャンギャン言う、強く言うというか、土

地を接している人が直接影響があるわけですから

土地を接している人が非常に熱心に、そういう場

でも発言をするわけです。ですから、５０ｍを１

００ｍに広げるというのは、それはそれでいいこ

となのでしょうけれども、それだけではなくて土

地を接している、川崎市のように１０ｍというの

は１０ｍでいいと思うのだけれども、そういうと

ころにはもう直接説明させるということを文面で

しっかりと明文で規定してもいいのかなというふ

うにも、規定するべきなのかなと思うのです。 

  実際には、事業者は土地が接している人にはど

うも行っているような感じもあるのですけれども、

行ってはいるのですけれども、それを区としてオ

ーソライズする形で川崎市の事例に倣って１０ｍ

の人には直接行くようにというような形で書き込

むことはこれは十分可能だと思うのですけれども、

その辺いかがですか。 

○建築室長 どのような形でできるかについて、少

し検討させていただきたいと思います。 

○市川おさと委員 これは条例ということではなく

て、その下の要綱なり何なりで書けばいいことで

すから、私、言っていることもそんなに変な話で

はないと思うし、それに実際事業者は、ごく土地

を接している人には直接行っているという実態も

あるようですから、そういった実態をオーソライ

ズするという意味でも要綱などにも川崎市の事例

に倣って書き込むということは、私は非常に問題

ないかなというふうに思っておるところでありま

す。 

  ちょっと話が替わりますけれども、朝日新聞で

１１月９日から「令和のお葬式～増えるお金のト

ラブル」というプレスキャンペーンが始まってい

るのです。これ何で始まっているかというと、こ

れは国民生活センターによると葬儀サービスをめ

ぐるトラブル相談は２０２４年９７８件あり、統

計が残る２０１０年度以降で過去最多になったと。

要するに葬儀場のソフト面ですけれどもトラブル

というのがすごく多い。何がトラブルかというと、
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これは建設だけれども建設だけではなくて、例え

ば一日葬で請求額が２２０万円あったと、２８万

円というふうにホームページに書いてあったとい

うのです。ところが２２０万円だということで、

非常に悪質な事業者にいいようにやられちゃった

よという記事が第１回の記事で書かれているわけ

ですけれども、こうした葬儀のトラブルの実態、

これについては副区長しか答えられないと思うけ

れども、副区長、何か聞いていますか。 

○副区長 金銭的なトラブルに関しては消費者セン

ターの方に話が入っているかと、そこは私は把握

はしていないのですけれども、先日、朝日新聞の

記事に関しては確認をしています。どちらかとい

うと、今、葬祭場の話よりも、今、区庁内ではど

ちらかというと火葬場の話がいろいろと特別区で

議論をされておりますが、なかなか、今、現時点

では葬祭場の金銭的なトラブルについて、まだ具

体的な検討は進んでないと★★です。 

○市川おさと委員 あんまり外れちゃいけないから

簡単にこの話は終わるので、建築室長、怖い目で

こっちを見ないでほしいのですけれども、要する

に、朝日新聞、最初の記事で取り上げられている

一日葬なら２８万円と書いてあったのだが、実際

に営業を呼んでいろいろと話をしちゃうと、２２

０万円のプランに組み替えられてしまったと。し

かも向こうには強力な弁護士も付いていて、裁判

になったのだけれども全然勝てなくて数万円程度

の御見舞金というか、和解金というか、解決金か、

それでもうお茶を濁されてしまったよという、そ

ういう記事だったのです。 

 で、私、何を言いたいかというと、その中身のこ

とも言いたかったのだけれども、どうもこの事業

者というのが足立区に進出している事業者と相当

同じようなこと、同じというのは、つまり見積書

が実物が朝日新聞に載っているのですけれども、

見積書が載っているし、あるいは一日葬なら２８

万円とかというそういう書き方も足立区に最近進

出しているある葬儀事業者、名前は言いません、

ある葬儀事業者とぴったり一致するのです。 

  ですから、建設委員会だからこれ以上申し上げ

ませんけれども、こうした悪質商法とも受け取ら

れてしまうような事業者が今後足立区に進出して

こないようにも、正にこうした建設の条例その他

もしっかりとブラッシュアップしていってもらい

たいなというふうに思うのですけれども、田中建

築室長いかがでしょうか。 

○建築室長 できる限り地域の方々の御意見ですと

か議会の意見を踏まえまして、どのような対応が

できるのか積極的な姿勢で改正等の作業を進めて

いきたいと考えているところでございます。 

○市川おさと委員 まとめます。どうしても入谷の

★★業者にしても、最初から地域と話をして場合

によってはその事業を諦めますよとかと、そうい

う姿勢ではなかったのです。もう最初からやる気

満々で、やるに際してどのような話をしますかと

いう、そういったような完全に向こうが主導権を

持っていて全然地域の話を、人が何か言ったって、

それは聞く、聞かないは全部向こうが決めるので

す。全部向こうが決める話で、本当に私も横で聞

いていて、あるいは自分も発言していて非常に無

力感というものを感じざるを得なかったというの

が実態であります。 

  これについては、区はもうちょっと積極的に介

入してもらえないものなのかなという思いも率直

に感じるのですけれども、そのあたりいかがでし

ょう。 

○建築室長 御意見は十分理解してございますけれ

ども、事業者の権利といいますか、そこの部分を

完全にやらせないですとか、禁止をさせるという

ことも、ある程度の中立性というものも必要にな

ってまいりますので、そこのところは難しいとこ

ろですし、慎重に対応しなければならないところ

なのかなというふうに考えてございます。 

○市川おさと委員 それは、昔学校で習った憲法２
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２条の何か薬事法の違憲判決ですか、それは皆さ

ん知っていると思うけれども、そういうのもある

ので、営業の自由というのはそれはありますから

乱暴なことはできないかもしれないけれども、も

う少し地域の住民の意向を反映させるような形で

頑張ってもらいたいなと思います。 

  以上です。 

○いいくら昭二委員長 他に質疑は。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○いいくら昭二委員長 なしと認めます。 

 

           ◇            

 

○いいくら昭二委員長 次に、その他に移ります。 

 何か質疑ございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○いいくら昭二委員長 なしと認めます。 

  以上で、建設委員会を閉会いたします。 

午前１１時４９分閉会 

 

 

 


